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土地の買主に購入資金を貸し付けた金融業
者が、土地の前々所有者による不正登記防止
の申出等により根抵当権設定登記申請が却下
されたのは、当該登記申請手続きを委任した
司法書士の職務上の過失によるものであると
して損害賠償を求めたところ、原審で棄却さ
れたことから控訴した事案において、委任契
約の内容として、司法書士に土地の前々所有
者である訴外人の登記意思を確認する義務が
あったとはいえないとして棄却した事例（東
京高裁 平成24年４月17日判決 控訴棄却 確定 
ウエストロー・ジャパン）

１　事案の概要

金融業者Ｘ（控訴人）は、ａ社がｂ社から
本件土地（本件土地は、ｂ社において、所有
者であるＣから買い受け、これを直ちにａ社
に転売するというものであった。）を買い受
けるに際し、その購入資金をａ社に貸し付け
たが、貸付に際して、ｂ社からａ社に対する
所有権移転登記の手続を受任していた司法書
士Ｙ（被控訴人）に対し、本件土地に上記貸
金債権を被担保債権とする根抵当権設定登記
の手続をすることを委任した。

Ｙは、上記委任契約に基づき、本件土地に
ついて本件根抵当権設定登記の申請をした
が、本件土地の所有者であるＣが不正登記防
止の申出をしていたことなどから、本件根抵
当権設定登記の申請は却下された。他方、Ｘ

は、そのころまでに、本件土地に本件根抵当
権設定登記が経由されることを予定して、ａ
社に対して２億9500万円を貸し付けており、
その後、ａ社は、ほとんどその返済をしてい
ない。Ｘは、本件土地に本件根抵当権設定登
記を経由することができなかったことは、司
法書士であるＹの職務上の過失によるもので
あり、その結果、ａ社に対する貸金債権が無
担保となり、貸金残金相当額の損害を被った
として、Ｙに対し損害の賠償を求めた。

原審がＸの請求を棄却したことから、Ｘは
これを不服として控訴した。

Ｘは、本件におけるＹに対する委任の趣旨
は、本件土地についてＣからｂ社へ、ｂ社か
らａ社へと所有権が転々と移転するにあた
り、それに伴う所有権移転登記が可能である
か否か、及び控訴人の本件根抵当権設定登記
に対する支障の有無を調査確認することを依
頼し、これらの確認ができた場合における本
件根抵当権設定登記申請手続の一切を委任す
るというものであった。登記手続の法的専門
家たる司法書士であるＹ（ないし履行補助者
であるＥ）には、Ｃ、ｂ社及びａ社に対して、
本件土地についての登記意思の有無を調査・
確認し、登記申請に必要とされる書類を収
集・確保する義務があったにもかかわらず、
Ｙの履行補助者Ｅは、単に、Ｃ・ｂ社間の登
記を受任したＤ司法書士が作成したとする虚
偽内容の書面（本件本人確認情報）を確認し
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たに過ぎず、Ｃの登記意思を確認したものと
は認められない。Ｙは、Ｃの登記意思を確認
する義務に違反し、これをしないままに、Ｅ
を介して、本件土地の所有権がＣからｂ社へ、
ｂ社からａ社へと転々移転登記できる旨、本
件根抵当権設定登記も支障なくできる旨を告
げたのであり、このため、Ｘは、ａ社に融資
して損害を被ったなどと主張した。

２　判決の要旨

裁判所は次のように判示して、Ｘの請求を
棄却した。

Ｘは、ＸがＹに委任したのは、Ｃがｂ社に、
ｂ社がａ社に順次所有権移転することになっ
ている本件土地に本件根抵当権設定登記の登
記申請手続をすることであったから、Ｙには、
委任契約上、Ｃの登記意思を確認する義務が
あったと主張し、これを前提にして、原判決
の認定・判断を批判している。

しかし、原判決が適切に認定した本件の経
緯に照らせば、Ｘ・Ｙ間で成立していたのは、
ａ社が取得した後の本件土地にＸを権利者と
する本件根抵当権設定登記をするための登記
申請手続を行うことを内容とする委任契約で
あったと認められるのであり、本件土地が、
Ｃからｂ社へ、ｂ社からａ社へと順次売買さ
れて所有権が移転する土地であったことは、
上記委任契約成立の背景事情に過ぎなかった
ものであり、また、Ｃからｂ社への所有権移
転登記の申請手続に関しては、Ｄ司法書士が
受任していたのである（所有者本人の登記意
思確認について過失があったとすれば、それ
は同司法書士の責任である）。

そうすると、何らかの特約のない以上は、
ＸとＹの間の本件の委任契約の内容として、
Ｙが、ａ社の前々所有者であるＣの登記意思

（本件土地をｂ社に売却する意思）を確認す
ること（言い換えれば、Ｃ・ｂ社間の売買契

約の有効性を確認すること）が含まれていた
ということはできないところ、本件では、そ
のような特約を窺わせるに足りる証拠はない

（なお、原判決は、更に進んで、前件の司法
書士が作成した本人確認情報について、一見
して明白にその適正な作成を疑わせるような
事情があるなどの特段の事情の有無について
まで判断しているが、仮にそのような判断が
必要であるとの立場をとったとしても、原判
決の認定判断に誤りはない）。

以上によれば、本件の委任契約の内容とし
て、ＹにＣの登記意思を確認する義務があっ
たことを前提とするＸの主張は、その前提を
欠くものであり、採用することはできない。

よって、Ｘの本訴請求はいずれも理由がな
く、これらを棄却した原判決は相当であって、
本件控訴は理由がないから棄却する。

３　まとめ

不正登記防止申出制度とは、不正な登記が
される差し迫った危険がある場合に、申出か
ら３か月以内に不正な登記がされることを防
止するための制度である。この申出をするこ
とにより、申出から３か月以内に登記が申請
された場合は、申出人に、当該登記が申請さ
れた旨が通知されるので、身に覚えのない登
記がされることを防止することができる（法
務省ＨＰより）。本件は、Ｃ・ｂ社間の取引
に何らかの不正があったことから、Ｃが不正
登記防止の申出を行ったものと推測される。
不動産取引そのものが争われた事案ではない
が、実務の参考になると思われる。

（調査研究部上席主任研究員）


